
     

119番通報があった場所の管轄消防署へ出動指令を出します。 

石狩消防署・当別消防署・新篠津消防署 

石狩市 当別町 新篠津村 

石狩北部地区消防事務組合消防本部 
消防指令センター 

（石狩市花川北１条１丁目２－３） 

出動指令 

出 動 

問い合わせ 
石狩北部地区消防事務組合 消防本部警防課・・・・（0133）74-5375 

石狩北部地区消防事務組合ホームページ・・・http://www.ishikarihokubu.jp  

火事と救急・救助は『１１９』番へ 

 住民の皆さんは、火災・救急・救助などの緊急通報をかける場合、

今までと同じように固定電話又は携帯電話で『１１９』をダイヤル

して通報して下さい。 

石狩北部地区消防事務組合ホームページ（災害情報） 
 
 
 

災害案内ダイヤル 
 
 

 

～  聴覚・言語等に障がいがある方へ  ～ 
●ＦＡＸ１１９番通報システム  ●Ｅメール１１９番通報システム 

  がご利用出来ます。詳しくはホームページをご覧ください。 

 


